
◎ニーズに対応した内容の「多言語生活ガ
イドブック」改訂版（6カ国語）の作成

人権・男女共生課
イラストを用い分かりやすい内容に見直した。現在、やさしい日
本語を加えた８か国語に対応。（英語、中国語、ポルトガル語、
タガログ語、韓国語、タイ語、ベトナム語、やさしい日本語）

A ネパール語を加え９カ国語に対応予定であり、施策目標を十分
に満たしているため。

○ＳＮＳ等で「多言語生活ガイドブック」
を利用できる環境づくり

人権・男女共生課
市ホームページの他、多文化共生プラザフェイスブックから取
得できる環境を整備。QRコードからスマートフォンに取り込み
ができるなど利便性の向上を図っている。

A スマートフォンやパソコンでの利用に対応できているため。

○生活関連多言語ホームページの作成 人権・男女共生課

市ホームページの自動翻訳（Multilingaｌ)機能を活用すること
で、イベント情報等の情報取得は可能となっている。（自動翻訳
対応言語：英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、フランス語、
ドイツ語、タイ語）

B 自動翻訳により、情報取得は可能となっているが、自動翻訳の
精度や対応言語数に課題がもある。

○多文化共生プラザでの「多言語生活ガイ
ドブック」の内容詳細説明

人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

相談対応する中で、多言語生活ガイドブックの内容や制度等
の説明を行っている。 A 相談内容に応じ、多言語ガイドブックの内容や制度等の説明を

行えているため。

○転入時に「多言語生活ガイドブック」を
配布

市民課 ６番窓口で配布。 A 配布積み

○ごみの分別及び収集日に関する資料の多
言語化（さし絵の多用）

環境業務課

ごみ・資源物の分け方出し方７ヶ国語（英語・中国語・スペイン
語・タガログ語・ポルトガル語・韓国語・タイ語）を作成し必要時
に配布している。令和２年４月よりベトナム語を追加予定。
「ごみ分別アプリ」において、ごみ・資源物収集日程表やごみ・
資源物の分け方出し方を７か国語で情報発信している。
令和２年４月よりベトナム語を追加予定。令和２年３月末、アプ
リ利用者数１８１件。

A

ごみ・資源物の分け方出し方８ヶ国語（英語・中国語・スペイン
語・タガログ語・ポルトガル語・韓国語・タイ語・ベトナム語）を作
成し必要時に配布している。
「ごみ分別アプリ」において、ごみ・資源物収集日程表やごみ・
資源物の分け方出し方を８ヶ国語で情報発信している。

◎各種事業・イベント情報の多言語化とＳ
ＮＳ等を活用しての情報提供

人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

多文化共生プラザのFacebookで、英語、中国語、ポルトガル
語、タイ語で情報発信している。今後は提供する情報と対応言
語の充実を図っていく。

A プラザFacebookで多言語配信できているため。

○各種申請書類の多言語化の研究 各担当部局

・すいすいタウン自転車使用申込書を中国語と英語に訳し対
応をしている。また、窓口で英語での案内の対応を図ってい
る。（中央公民館）
・住民異動届及び住民票申請書の記載例を多言語化（英、中、
韓、ポルトガル）。所得証明書のポルトガル語版作成。（市民
課）

A
・すいすいタウン自転車使用申込書を中国語と英語に訳し対
応をしている。その他の言語についても対応できるような体制
を整えていきたい。また、窓口で英語での案内の対応を図る。
（中央公民館）

○広報まつもとの情報や知りたい情報をＳ
ＮＳや市ＨＰ等により発信

人権・男女共生課
現在、多文化共生プラザのフェイスブックで、イベント情報や制
度の変更などを英語、中国語、ポルトガル語、タイ語で提供し
ている。今後も継続し、情報を充実して提供していく。

A イベント情報や制度の変更などをプラザFacebookで多言語配
信できているため。

○市民活動団体との連携により知りたい情
報の精査

人権・男女共生課
関係団体やキーパーソンとの意見交換会を定期開催し、提供
する情報や発信のあり方について検討を重ね、広く伝わる情報
へと改善していく。

A プラザと相談のうえ、外国人住民が知りたい情報・必要な情報
を取捨選択し発信できている。

◎各地区に日本人キーパーソンを育成 人権・男女共生課

地区単位での募集・育成は進んでいないが、キーパーソンの
具体的な役割等を明確にすることと、キーパーソン研修会や意
見交換会を定期開催することとしており、機会をとらえて人材
の発掘と育成を進めていく。

C 地区単位での募集・育成は進んでいないため。

○キーパーソンネットワークでの情報共有 人権・男女共生課
キーパーソン研修の定期開催により、多文化共生に関する新
制度等の周知やキーパーソン同士の情報共有を実施してい
く。

B R２年度中にキーパーソン研修会開催予定。研修内でキー
パーソン同士の情報共有を図る。

○キーパーソン研修の実施 人権・男女共生課
令和２年３月に開催を予定している。今後は年数回の研修会、
意見交換会を定期開催していく。 B 令和２年度中に実施予定。

◎ネットワークを活用したキーパーソンか
ら外国人住民への情報等伝達

人権・男女共生課
地域の外国人住民との共生は地域づくりに密接に関係してお
り、市関係部局で構成する、地域づく関係課調整会議の中で
キーパーソンネットワークの構築に向け検討を進めている。

C 地区でのネットワーク構築には、至っていない。

⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由

第２次松本市多文化共生推進プラン施策実施方針・達成見込み調査票

（１）　コミュニケーション支援

⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針
（R２年３月末時点）

関係部局

1

2

3○

○

(ア) 多様な言
語、メディアに
よる行政・生活
情報の提供

(イ)地区キー
パーソンの活用

A　達成　　　　　　　 B　おおむね達成
C　改善が必要　　　D　達成困難
E　その他

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

ア
情報の多言語
化とキーパー
ソン活用

大項目 中項目

○

○

取組期間

短
期

中
期

長
期

資料1
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⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
関係部局

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）大項目 中項目

取組期間

短
期

中
期

長
期

◎プラザで寄り添い型支援の実施 人権・男女共生課
実績：Ｈ27年度69回、Ｈ28年度67回、H29年度84回、H30年度
95回、R元年度52回（11月末現在）
委託業務として継続して実施。

A 担当部署の案内だけで終わらず、担当部署への同行など行う
ことで、スムーズな問題解決の支援ができている。

○プラザの相談員相互の情報交換 人権・男女共生課
実績：月１回全体ミーティングを開催し情報交換を行っている。
継続して実施していく。 A 月1回のプラザ全体ミーティングを実施できているため。

○プラザ相談員の事例検討等によるスキル
アップ

人権・男女共生課 実績：月１回事例検討会開催。継続して実施していく。 A 月1回のプラザ事例検討会を実施できているため。

○プラザ相談員とキーパーソンとの連携 人権・男女共生課
現在登録されているキーパーソンとの連携はとれているが、地
域のキーパーソンを増やしていくことが課題。 A 現在登録されているキーパーソンとの連携はとれている。

○集住地区での相談の実施 人権・男女共生課

H28年度、並柳地区では「並柳プロジェクト」として、外国人住民
に関する相談について対応した。また、H29年度は寿台地区で
も実施された。今後、これらの地区の取組みを参考に他の外
国人集住地区への広がりを進める。

B 集住地区2地区での実施を行った。

○コミュニティの拠点である外国食材店で
の相談の実施

人権・男女共生課
H30年度に協力していただけるお店やお寺、教会等ににプラザ
のチラシを置いていただき、何かあったらプラザへ繋いでいた
だくことを依頼した。

C 外国食材店にてプラザの周知は実施したが、相談実施はでき
なかった。

○民生・児童委員との連携 人権・男女共生課
H３１年３月、民生委員・児童委員会長会で多文化共生プラザ
の業務内容について説明。外国人住民からの相談については
連携して対応することを依頼した。

A 民生委員に対し、プラザの周知を行えているため。

人権・男女共生課

H28年度から「並柳プロジェクト」として並柳団地町会で相談事
業を展開し、日本人外国人問わず相談窓口を設けた。（Ｈ28：
相談会2回、戸別訪問１回　　H29：相談会9回）また、これをモ
デル事業とし、寿台地区へ展開した。

「並柳プロジェクト」で相談を実施sたが、他地区には広げられ
ていない。

地域づくりセンター
「並柳団地プロジェクト」への地域窓口として参加し、本関係各
部局との連携を図る。また、関係団体が集まる連絡会（不定期
開催）に出席し、情報の共有化・意見交換を実施（庄内地区）

令和2年度も引き続き、「並柳団地プロジェクト」へ地域窓口とし
て参加し、本関係各部局との連携、関係団体が集まる連絡会
（不定期開催）に出席し、情報の共有化・意見交換を実施して
行く（庄内地区）

○「多言語生活ガイドブック」の利用促進 人権・男女共生課
ＱＲコードを付したチラシを配布。ＳＮＳ等でも利用を促してい
る。 B 主にＱＲコードを付したチラシを転入者に配布することにより、

周知しているが、認知率は高くない。

○ガイドブックの内容について説明対応す
る各担当部署の相談体制の充実

各担当部局 窓口での英語の対応を図っている。（中央公民館） A 窓口での英語の対応を図っている。（中央公民館）

人権・男女共生課
Ｈ３０年７月松本公共職業安定所を通じて、外国人雇用企業へ
ガイドブックを配布した。今後は、外国人雇用の手続き時に雇
用事業者に対しリーフレットの配布を依頼していく。

松本港きょぅ職業安定所を通じた配布、労政まつもとへの情報
掲載を行った。

労政課
Ｈ３０　「労政まつもと」に紹介記事を掲載した。
R元年10月「労政まつもと」に紹介記事を掲載した。

今年度も「労政まつもと」にガイドブックの紹介記事を掲載予定

人権･男女共生課 希望事業者に対してはガイダンスを開催する旨周知した。
企業からの依頼があれば、出前講座の実施は可能な状態であ
るが、実績はなし。

労政課

Ｈ３０　「労政まつもと」に紹介事例を掲載した。引き続きニーズ
を把握する。
R元10月「労政まつもと」に記事を掲載した。引き続きニーズ把
握に努める。

今年度も「労政まつもと」に生活ガイドガイダンスの紹介記事を
掲載し、実施する企業の把握に努める。

◎文化庁受託日本語教育事業（H26～28）
のノウハウを活かした教室運営への支援

人権・男女共生課
文化庁事業に携わったスタッフを各地域の日本語教室に繋げ
た。また、同事業で作成した副教材を、各教室に配布し利用い
ただいている。

A 文化庁事業に携わったスタッフを各地域の日本語教室に繋げ
るこｔができた。

○各教室に必要な日本語ボランティアの募
集

中央公民館 広報やチラシを用いて、日本語ボランティアの周知をしている。 B 広報やチラシを用いて、日本語ボランティアの周知、募集をして
いる。

B

A

A

イ
日本語及び日
本社会に対す
る学習支援

○企業での生活ガイドガイダンスの検討

○地域づくりセンターとの連携

7

◎企業への活用依頼
(ア) 多言語生
活ガイドブック
の活用促進

6

(イ) 日本語及
び日本社会に対
する学習機会の
提供

8

○

○ ○

○ ○

5○

4
(ウ) 外国人住
民の生活相談の
充実

ア
情報の多言語
化とキーパー
ソン活用

(エ) 外国人住
民が集住する地
区等での相談窓
口の設置

○

2 



⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
関係部局

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）大項目 中項目

取組期間

短
期

中
期

長
期

人権・男女共生課
R元年度、文化庁日本語教育事業として県が開設する新規日
本語教室（芳川公民館）について周知等行った。現在の日本語
教室設置状況から、新規教室開設は考えていない。

令和元年６月に施行された「日本語教育推進法」による今後の
国の動向も踏まえながら、関係課とも連携して検討していく。

中央公民館

現在、中央公民館及び地区公民館４館で日本語教室を行って
いる。
新規教室に関しては、市内現状等を把握し、人権・男女共生課
と連携して検討する。

現在、中央公民館及び地区公民館４館で日本語教室を行って
いる。
新規教室に関しては、市内現状等を把握し、人権・男女共生課
と連携して検討する。

人権・男女共生課
令和元年６月に施行された「日本語教育推進法」による今後の
国の動向も踏まえながら、関係課とも連携して検討していく。

令和元年６月に施行された「日本語教育推進法」による今後の
国の動向も踏まえながら、関係課とも連携して検討していく。

中央公民館 日本語のレベル別にした指導を行っている。
日本語のレベル別にした指導を行っている。今後は、「日本語
教育推進法」を踏まえて、人権・男女共生課等と連携をし、教
室の運営について検討していく。

◎喫茶店、レストランと連携した「多文化
共生サロン」（観光客も利用可）の検討

人権・男女共生課
現在は、松本市内に外国籍の母親と日本人母親との交流・学
習の場作りを目標に検討している。こどもプラザの案内は、英
語・中国語・タガログ語・ポルトガル語・タイ語で案内している。

E 当初とは違う方向性で検討を進めている。

人権・男女共生課
令和元年６月に施行された「日本語教育推進法」による今後の
国の動向も踏まえながら、教育部とも連携して検討していく。

毎年日本語教育教材を購入し、多文化共生プラザに配架する
などソフト面での充実は図っているが、ハード面での設置は困
難。

中央公民館
（地域日本語教室）

日本語教室との関わりを生かし、人権・男女共生課と連携して
検討する。

人権・男女共生課や多文化共生プラザとの連携を通じて、検討
を進める。

人権・男女共生課
地域日本語教育コーディネーターを中心に人材を検討し、関係
課と設置について協議する。

長野県地域日本語教育コーディネーターがその役割を担って
いる。

中央公民館
（地域日本語教室）

市内日本語教室の現状を把握し、人権・男女共生課と連携し
て検討する。

人権・男女共生課や多文化共生プラザとの連携を通じて、検討
を進める。

人権・男女共生課
Ｈ28年度文化庁日本語教育事業で作成した「松本版副教材」
を各教室に提供している。

Ｈ28年度文化庁日本語教育事業で作成した「松本版副教材」
を各教室に提供した。

中央公民館
（地域日本語教室）

文化庁日本語教育事業で作成した「松本版副教材」を、各教室
で活用している。

文化庁日本語教育事業で作成した「松本版副教材」を、各教室
で活用する。

人権・男女共生課
Ｈ28年度文化庁日本語教育事業で作成した「松本版副教材」
を各教室に提供している。

毎年日本語教育教材を購入し、多文化共生プラザに配架する
などソフト面での充実は図っている

中央公民館
（地域日本語教室）

各教室の状況に応じて、教材等の購入及び作成を行ってい
る。文化庁日本語教育事業により作成された「松本版副教材」
を、各教室で活用している。

教室支援の観点から、各教室の状況に応じて、教材等の購入
及び作成を継続して行う。文化庁日本語教育事業により作成さ
れた「松本版副教材」も、各教室で活用する。

人権・男女共生課
文化庁日本語教育事業（H28）で作成したパンフレット等により
情報発信している。今後は、各地域日本語教室から情報収集
し、ＳＮＳ等用いて発信していく。

新型コロナウイルスの影響による教室の開設状況などについ
て、情報の収集・発信を行った。（多文化共生プラザ）

中央公民館
（地域日本語教室）

各教室でスタッフ会議を開催し、情報の収集・発信をしている。
定期的なスタッフ会議を実施し、情報収集及び発信だけでな
く、悩みなどは、人権・男女共生課や多文化共生プラザとも連
携をしていく。

〇市内日本語教室間の交流
中央公民館

（地域日本語教室）
教室間の情報共有の必要性について改めて考え、交流が図れ
るよう検討する。 C 教室間の情報共有の必要性について改めて考え、交流が図れ

るよう検討する。

〇情報交換や交流をベースにした日本語学
習活動の支援

人権・男女共生課
現在、Ｈ26～28年度に文化庁事業へ携わっていただいた方々
の活動に対し、実施場所の提供等している。 B 現在、Ｈ26～28年度に文化庁事業へ携わっていただいた方々

の活動に対し、実施場所の提供等している。

◎教室コミュニティの日本人キーパーソン
の育成

人権・男女共生課
キーパーソン研修会等を定期的に開催し、各教室にも参加を
呼び掛けていく。 B キーパーソン研修会等を定期的に開催し、各教室にも参加を

呼び掛けていく。

D

A

B

B

A

E

E

イ
日本語及び日
本社会に対す
る学習支援

〇教材・指導書等の充実

〇日本語教室に関する情報の収集・発信

◎教室アドバイザーの設置

◎松本版教材の検討

◎対象を細分した日本語教室の検討

◎日本語教育の拠点となる「日本語教育・
学習支援センター」を設置

○新規教室開設の検討（集住状況、地域バ
ランス、開催日・時間）

(イ) 日本語及
び日本社会に対
する学習機会の
提供

8

9

○ ○

○ ○

3 



⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
関係部局

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）大項目 中項目

取組期間

短
期

中
期

長
期

○多様なニーズへの対応力を高めるための
日本語ボランティア講座の開催

中央公民館
H30年度に2回講座で実施した。日本語教室の現状等を把握
し、検討する。 B H30年度に2回講座で実施した。日本語教室の現状等を把握

し、検討する。

◎企業が求めている人材の調査を実施し、
教室内容に反映

労政課

「あいさつをする」、「時間を守る」など、最低限の日本社会につ
いての学習に加え、就職に必要なノウハウを、厚生労働省主
催の就労準備支援研修の中で行っている。今後も受講者が増
えるよう、周知に協力する。

B
外国人を雇用している企業の把握ができないため調査は困
難。厚労省主催の研修内容そのものが企業が求めていること
と解釈される。今年度についても、研修を行うということであれ
ば施設提供等で協力したい。

イ
日本語及び日
本社会に対す
る学習支援

(イ) 日本語及
び日本社会に対
する学習機会の
提供

9○ ○

4 



危機管理課
関係部署と連携し、多言語による防災に関する情報の提供方
法について検討を行う。

現在、検討中。

人権・男女共生課

・Ｈ29年度に「多言語防災ハンドブック」を作成し、市ＨＰへ掲載
している。また、多文化共生プラザのＦＢ等でも提供している。
・避難所における「多言語表示シート」の活用と作成について、
庁内及び外国人集住地区公民館を中心に説明を行っている。

　市HPにやさしい日本語での防災情報や、防災ハンドブックを
掲載している。また、多文化共生プラザのFBを活用し、防災情
報を発信している

人権・男女共生課

Ｈ27、28、30、R元年度に、市総合防災訓練へ外国人住民が参
加した。（Ｈ27　4人、Ｈ28　12人、Ｈ30　3人、R元　3人参加）Ｈ
29年度は、「外国籍県民のための防災訓練」を県と共催して実
施した。（５０人参加）今後は関係部局と連携し、各居住地区の
訓練に参加を促す。

C 市総合防災訓練には、毎年外国人住民の参加があるが、参加
者数をさらに増やす必要がある。

危機管理課
市総合防災訓練において、総務部が、避難所の各窓口を多言
語による表記で実施し、外国人住民の理解を容易にした。 A 市総合防災訓練において、多言語表示シートを活用した。

地域づくりセンター

　各地区の防災訓練・避難所運営訓練については、地区の実
情に応じて実施状況が異なるが、避難所地区ごと避難所運営
委員会の設置及びマニュアルの整備を進めている。
　庄内地区まちづくり協議会防災委員会及び並柳小学校避難
所運営委員会では１０月２７日に並柳小学校で避難所運営訓
練を実施し、同様に避難所内の施設案内（サイン）等を多言語
で表記し、外国由来の方への対応の一つとした。
　引き続き、並柳小学校避難所運営訓練に際して対応して行き
たい。また、他の避難所においても検討して参りたい。（庄内地
区）

　令和元年8月に「大手公民館要援護者優先避難所運営訓練」
を実施。その際、外国人観光客の一時滞在が想定されるた
め、多言語情報翻訳システムを利用し、多言語表示シートを一
部ラミネートして情報提供を行ったほか、多文化共生プラザか
ら中国語相談員を派遣していただき、情報班に入ってもらって
中国語での情報提供（即時翻訳）を行った。また、中国･台湾国
籍の方を想定した聞き取り調査も行った。
　前述多言語表示シートは、蟻ケ崎高校避難所運営訓練の際
にも使用した。（中央地区）

B

令和2年度に実施する避難訓練（並柳小以外）においても、外
国由来の方の避難を想定した対応を検討している。（庄内地
区）

　各避難所運営委員会のマニュアルには、日本語の分からな
い外国人住民への対応を明記し、多言語表示シート等を活用
した情報提供ができるようにしたい。
　「避難所運営訓練」を実施する際には、多言語情報翻訳シス
テムを利用し、多言語表示シートを一部ラミネートして情報提供
をすることを情報班の役割として位置付けたい。
　また、災害対策本部経由で多言語相談員を派遣してもらうよ
う要請するとともに、派遣された場合には避難所運営委員会の
情報班に入ってもらって情報提供（即時翻訳）を行うようにした
い。
　（中央地区）

人権・男女共生課

H29.10月の「外国籍県民のための防災訓練」内で出前講座を
実施。Ｈ31.2月、地区公民館にて災害時対応講座を実施。引き
続き各関係部署と連携し、地区における災害時対応講座を実
施していく。

地区公民館にて災害対応講座を実施したが、広がりに欠け
た。

危機管理課
・関係部局と連携し、外国人を対象とする出前講座を実施をす
る。

要望に応じて実施（通訳必要）

地域づくりセンター

　並柳団地町会は長野県中部を震源とする地震の発生以降、
出前講座（危機管理課）を活用して防災研修を実施した経過が
あったが、外国人の災害対応講座を目指したものではなかっ
た。平成２７年度には市の災害時対応講座（演劇を使ったワー
クショップ）を初めて開催し、外国由来の方を含め約４０名が参
加。今後は、外国由来の避難者も想定した並柳小学校避難所
運営訓練の実施について、関係者と進めて行く。（庄内地区）

　並柳団地町会は長野県中部を震源とする地震の発生以降、
出前講座（危機管理課）を活用して防災研修を実施した経過が
あったが、外国人の災害対応講座を目指したものではなかっ
た。平成２７年度には市の災害時対応講座（演劇を使ったワー
クショップ）を初めて開催し、外国由来の方を含め約４０名が参
加。今後は、外国由来の避難者も想定した並柳小学校避難所
運営訓練の実施について、関係者と進めて行く。（庄内地区）

〇災害時等要援護者登録制度への登録推進
のための周知啓発

福祉計画課
R２年４月に災害時等要援護者登録名簿が、避難行動要支援
者名簿に統合されるため、新たな制度内容について周知方法
等担当課との協議をしていく。

E 施策内容の見直しが必要

⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）

B

B

ア
防災

(ア) 災害への
対応・防災への
意識啓発・訓練
への参加

10

○SNS等を用いての多言語による防災に関
する情報の提供

○居住地区の防災訓練・避難所設営訓練へ
の参加（避難所の確認、役割の確認）

○外国人住民・キーパーソン・地区住民合
同の災害時対応講座の実施

○ ○

（２）　生活支援

大項目 中項目
施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

5



⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
大項目 中項目

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

人権・男女共生課
Ｈ29年9月マニュアルを策定した。　今後は、風水害にも対応で
きるより実践的な運用マニュアルに向け内容の充実を図ってい
く。

マニュアルは整備済みだが、防災情報の変化に応じ、今後も
見直しが必要。

危機管理課
マニュアルを検証するため、総合防災訓練や図上防災訓練を
実施する。

県と連携して、マニュアルを検証するための訓練を実施した。

◎多言語支援センターの組織編制・業務内
容・他団体との連携についての確認

人権・男女共生課
組織編成や業務内容についてマニュアルに記載。ＮＰＯ法人中
信多文化共生ネットワークと協定を締結。支援の体制整備を
図っている。

A 組織編制・業務内容についてはマニュアルに記載。NPO法人と
も協定済み。

◎多言語支援センターの設置・運営訓練の
実施

人権・男女共生課
Ｈ29年10月、県と共催して実施。（50人参加）。　　風水害にも
対応すべく様々な災害を想定した訓練を定期的に実施してい
く。

A 令和２年度設置訓練実施予定。

◎防災・緊急時用の「やさしい日本語」講
座の実施

人権・男女共生課

防災をテーマにした多文化共生フォーラムや、企業人権、市職
員を対象としたそれぞれの研修会等で「やさしい日本語」を
テーマに講座を開催している。今後も、やさしい日本語の普及
に取り組む。

A 研修会やイベント等で講座を実施した。

人権・男女共生課
R２年４月に災害時等要援護者登録名簿が、避難行動要支援
者名簿に統合されるため、新たな制度内容について周知方法
等担当課との協議をしていく。

施策内容の見直しが必要

福祉計画課
R２年４月に災害時等要援護者登録名簿が、避難行動要支援
者名簿に統合されるため、新たな制度内容について周知方法
等担当課との協議をしていく。

施策内容の見直しが必要

○多言語支援センター設置・運営訓練（県
主催）への参加

人権・男女共生課
県主催の外国籍県民のための防災訓練開催について、プラザ
のFacebookで周知し、参加を呼びかけている。 B H29年度に本市で実施された際は、50人の外国人住民の参加

があった。

○多文化共生推進連絡会議や多文化共生く
らしのサポーター運営委員会での情報交換

人権・男女共生課
担当職員が会議に出席し、県や他市町村の取組みについて、
情報交換を行っている。 B 担当職員が会議に出席し、県や他市町村の取組みについて、

情報交換を行っている。

◎多言語支援センターマニュアルでの規定 人権・男女共生課
災害時の通訳・翻訳ボランティアの派遣についててマニュアル
で規定した。 B 災害時の通訳・翻訳ボランティアの派遣についててマニュアル

で規定した。

◎緊急速報メール・松本安心ネット等の活
用と災害情報の多言語化の研究

危機管理課
関係部署と連携し、多言語による防災に関する情報の提供方
法について検討を行う。 E 現在、検討中

◎キーパーソンの活用による伝達体制の研
究

人権・男女共生課
キーパーソン・ネットワークを活用した情報発信について、手
段・方法等を検討中である。 D キーパーソンの活用による伝達体制の確立には至っていな

い。

◎防災訓練及び災害時多言語支援センター
運営訓練での多言語化訓練

人権・男女共生課
市の総合防災訓練では、多言語表示シートを活用し、災害情
報の多言語化訓練を行っている。 B

市の総合防災訓練では、多言語表示シートを活用している。令
和２年度のセンター設置訓練でも多言語化の訓練を実施予
定。

○「多言語生活ガイドブック」の利用促進 人権・男女共生課
ＱＲコードを付したチラシを作成して配布している。また、ＳＮＳ
等で利用を促している。 B 主にＱＲコードを付したチラシを転入者に配布することにより、

周知しているが、認知率は高くない。

○ガイドブックの内容について説明対応す
る各担当部署の相談体制の充実

各担当部局
説明対応の際、必要に応じて多文化共生プラザ相談員が同行
支援を行う。 C 各窓口の多言語態勢の充実を図る必要がある。

〇学校生活やルール等をまとめたガイド
ブックの作成と活用

学校指導課
対象園児が在籍する保育園及び保護者に配布した。入学前ガ
イダンスの説明資料として活用している。 B 保育課を通じ、各園に送付している。

○学校参観の推奨 学校指導課

指導主事の学校訪問や定例の松本市子ども日本語教育セン
ター連絡会において、支援対象児童生徒の学習状況等を把握
している。また、松本市子ども日本語教育支援員の授業を随時
参観し、支援の状況や児童生徒の状況を把握し対応している。

A
担当指導主事を２名体制とし、授業参観を継続して行うことで、
それぞれの児童生徒の持つ困り感に寄り添った教育活動がで
きている。

B

E

(ア) 学校入学
時の就学案内や
就学援助制度等
の多言語情報の
提供

14○

(イ) 避難所支
援・外国人被災
者を支援する組
織の設置

11

○多言語支援センターマニュアルの整備

〇災害時要援護者支援プランとの調整

ア
防災

（ウ）災害時通
訳ボランティア
等の育成・確保

12

（エ）伝達情報
の多言語化

13○

○ ○

イ
子どもの育成

○

6



⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
大項目 中項目

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

○「放課後児童健全育成事業」の周知 こども育成課

日本語を母語としない保護者及び児童の受入れ体制を整える
よう指定管理事業者及び委託業者と調整したうえで、案内文の
多言語化を行い、周知を図ることを検討。しかし、上記対象者
が少人数であることと、通訳を通して当事業の制度を理解いた
だくので、最終的に個別の対応が必要なことから、案内文の多
言語化は当面行わないこととした。
今後の取組みとしては、日本語を母語としない保護者及び児
童の受入れについて、学校及び施設管理者と一層連携し、調
整を図る。

B
　日本語を母国語としない保護者及び児童に対しては、学校及
び指定管理者等と連携した対応ができており、事業内容の詳
細については、通訳による説明を行っている。

○入学前ガイダンスの案内と資料の多言語
化

学校指導課
H27年度に英語、中国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語に
翻訳した案内について、修正を加えて活用している。 A 毎年、前年度の反省を生かし修正を加えながら資料作りを行っ

ている。

学校指導課
保育課を通じて、松本市内全幼稚園及び保育園へ来入児調査
と対象保護者への案内及び資料配布の協力を依頼している。

市内幼稚園・保育園等と連携が進み、入学受け入れの準備が
早期からできるようになっている。

保育課
説明会の実施に当たり、資料配布への協力をしている。関係
機関との連絡調整を行っている。

昨年度に引続き、松本市内全幼稚園及び保育園へ来入児調
査と対象保護者へ資料配布等を実施する見込み

○就学前ガイダンスの実施 学校指導課
平成２９年度より、小学校入学にあたっての保護者の不安を解
消するための就学ガイダンスを実施している。 A

保護者が参加しやすい時間帯、会場の設定について、前年度
の反省を生かしながら計画をしている。継続した実施が有効で
ある。

○中学進学前ガイダンスの実施 学校指導課
中学校の学習や生活について示した「中学校進学ガイド」を作
成し、「小学生のための進学ガイダンス」を年１回実施してい
る。

A
保護者が参加しやすい時間帯、会場の設定について、前年度
の反省を生かしながら計画をしている。継続した実施が有効で
ある。

〇高校進学前ガイダンスの実施 人権・男女共生課
ガイダンスの通訳について、学校指導課からの依頼に基づき、
通訳者を派遣している。R元年度は、中国語、タガログ語、ポル
トガル語の通訳者を派遣した。

A
ガイダンスの通訳について、学校指導課からの依頼に基づき、
通訳者を派遣している。R元年度は、中国語、タガログ語、ポル
トガル語の通訳者を派遣している。

○出張ガイダンスの実施 学校指導課
保育園や幼稚園に対象園児が複数在籍する芳川小学区でプ
レ日本語教室を開催出張ガイダンスについて検討する。 A 支援の実際を体験し、前向きに小学校での学習に取り組む契

機となった。

学校指導課

毎月行われる松本市子ども日本語教育センターの定例会に
て、支援対象児童生徒の現在の状況と支援内容について協議
し、支援体制づくりを推進している。今後も継続して実施してい
く。

毎月行われる松本市子ども日本語教育センターの定例会に
て、支援対象児童生徒の現在の状況と支援内容について協議
し、支援体制づくりを推進している。

人権・男女共生課
来日間もない学校入学者について、学校、子ども日本語教育
センター、多文化共生プラザ、地域日本語教室が連携し支援
体制をとっている。

来日間もない学校入学者について、学校、子ども日本語教育
センター、多文化共生プラザ、地域日本語教室が連携し支援
体制をとっている。

○ 17
〇支援に当たっている教職員の支援力の向
上のため研修会等の定期的開催

学校指導課
４月当初に、日本語支援開始にあたって説明会を開催し、学校
での支援体制や事務手続きについて、支援に当たっている教
職員に周知している。

B 引き続き、教職員の研修を開催し、支援力の向上を図る。

○学校における日本語・バイリンガル支援
員の養成講座の開催

学校指導課
「松本市子ども日本語教育支援員養成研修（全8回）」を随時実
施 A 計画に従い、随時実施している。

○日本語・バイリンガル支援員登録制度の
検討

学校指導課
令和元年度、バイリンガル支援員の資格を明確にし、2名を配
置 A ニーズが高まっており、積極的に配置していく。

○日本語ボランティア養成講座の開催 中央公民館
H30年度に4回講座で実施した。今年度はボランティアが充足し
ているため実施していないが、今後柔軟に検討していく。 B H30年度に4回講座で実施した。今年度はボランティアが充足し

ているため実施していないが、今後柔軟に検討していく。

A

B

○関係機関との連携による入学前ガイダン
ス周知

16
◎初期段階の日本語に重点をおき、関係者
による研究協議会を設置、支援体制づくり
を推進

(イ) 日本語学
習の支援

18

(ア) 学校入学
時の就学案内や
就学援助制度等
の多言語情報の
提供

14

15

○ ○

○

○

イ
子どもの育成

○
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⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
大項目 中項目

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

○進路ガイダンスの実施（高校・大学・就
職）

学校指導課 「外国由来中学生のための進学相談会」を実施している。 B 継続的に実施していく。令和２年度は長野県国際化協会と共
催予定。

○バイリンガル支援員の派遣 学校指導課
令和元年度、バイリンガル支援員の資格を明確にし、2名を配
置 A ニーズが高まっており、積極的に派遣していく。

学校指導課
子ども日本語教育センターと多文化共生プラザとが生活環境
や学校での様子等の情報を共有し連携している。

保護者への支援や卒業後の支援につなげるためにも情報共
有と連携は必要になっている。

人権・男女共生課
進路ガイダンスや多言語相談の個別対応の実施について、多
文化共生プラザのＦＢ等で情報発信している。また、生活環境
や学校での様子等の情報を共有し連携している。

進路ガイダンスや多言語相談の個別対応の実施について、多
文化共生プラザのＦＢ等で情報発信している。また、生活環境
や学校での様子等の情報を共有し連携している。

学校指導課
各校の依頼を受け、個別懇談会等に通訳を派遣し、進路指
導、生活指導等に対応している。

引き続き、各校の依頼を受け、個別懇談会等に通訳を派遣し、
進路指導、生活指導等に対応する必要がある。

人権・男女共生課
現在、学校からの進路相談等の通訳派遣依頼に対して多言語
相談員を派遣している。今後も学校及び学校指導課と協力して
継続実施していく。

現在、学校からの進路相談等の通訳派遣依頼に対して多言語
相談員を派遣している。今後も学校及び学校指導課と協力して
継続実施していく。

○高校進学率を含む進路状況の調査 学校指導課
昨年度より実施。対象生徒の日本語力についての資料を作成
し、入学先の高等学校に送付した。 A 日本語教育支援員が作成し、各高等学校へ送付する体制がで

きている。

学校指導課
地域と学校が連携した国際理解及び多文化共生教育が推進
できるか各校運営委員会にて検討する。

各学校、地域の実情、児童生徒の実態により、十分に達成でき
るが、全学校での取り組みができていない。

中央公民館
（地区公民館）

学校指導課と連携し、さらなる充実を図る。
学校指導課や地区公民館と連携し、学校側のニーズを把握し
たうえで、コミュニティースクール運営委員会などの熟議を通じ
てさらなる充実を図る。

学校指導課
松本版コミュニティスクールを活用し、各校において外国語活
動の講師や異文化交流の講師を招き、学習支援として実施し
ている。

各学校、地域の実情、児童生徒の実態により、十分に達成でき
るが、全学校での取り組みができていない。

中央公民館
（地区公民館）

芳川公民館では、地区内の小中学校に通う外国籍生徒への日
本語指導を行なう日本語学級を開催している。
小学生を対象にした読み聞かせや学習支援などを実施した地
区もあり、今後も各地域の状況に応じた学習及び生活支援の
推進を図る。

芳川公民館では、地区内の小中学校に通う外国籍生徒への日
本語指導を行なう日本語学級を開催している。
小学生を対象にした読み聞かせや学習支援などを実施した地
区もあり、今後も各地区、各校の実情に応じた学習及び生活支
援の推進を図る。

学校指導課 各校の学校人権教育において実施している。
全小中学校の道徳授業や特別活動等で、人権教育に取組み、
「実践記録集」を作成している。

中央公民館
（地区公民館）

毎年、「こいこい松本」を実施して、諸外国の事情等を紹介して
いる。

毎年、「こいこい松本」を実施して、諸外国の事情等を紹介して
いる。（令和２年度は新型コロナウイルス感染症のため中止）

文化振興課

平成２８年度に策定した「松本市文化芸術基本方針」に基づ
き、人権・男女共生課が実施する多文化共生に係る相互理解
の推進に関する事業について、進捗状況等の管理を行う。
基本方針に掲げる事業をヒアリング等を実施し、中間評価を改
めて実施した。

基本方針の最終年度評価検証をします。

〇松本版コミュニティスクールを活用した
学校での国際理解及び多文化共生教育の推
進

〇松本版コミュニティスクールを活用した
学習及び生活支援の推進

〇文化の相互理解の推進

20

A

A

B

B

A

(ウ) 進路指導 19

○子ども日本語教育センターと多文化共生
プラザの連携

○多言語相談での個別対応

イ
子どもの育成

(エ) 多文化共
生の視点に立っ
た国際理解教育
の推進と地域ぐ
るみの取組みの
実施

○

○ ○

8



⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
大項目 中項目

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

人権・男女共生課
現在コミュニティスクールとの連携は行っていない。生涯学習
課等、関係課と検討していく。

現在コミュニティスクールとの連携は行っていない。生涯学習
課等、関係課と検討していく。

学校指導課 生涯学習課、地域づくり課と連携し、検討していく。
差別意識が生じることのないような取組みを慎重に検討してい
く必要がある。

中央公民館
人権・男女共生課、学校指導課、地域づくり課と連携して引き
続き検討していく。

外国籍児童生徒の集住地区をモデル地区とする導入に関して
は、人権・男女共生課、学校指導課、地域づくり課等と引き続
き検討していく。

〇学校向け、地域向け、行政向けの出前講
座プログラムの作成

人権・男女共生課
行政向けの「やさしい日本語の講座」をＨ28年度以降毎年実施
している。また、R元年度は、松本市企業人権啓発推進連絡協
議会や公民館主事研修会でも実施した。

A 行政向けの「やさしい日本語の講座」をＨ28年度以降毎年実施
している。市民向けにも、出前講座を実施している。

○出前講座プログラムの情報発信 人権・男女共生課 各部局へ出前講座の周知を依頼している。 B 各部局へ出前講座の周知を依頼している。

○就学状況調査の実施（不登校含む） 学校指導課
未就学の調査については学校教育課で実施している。不登校
については外国籍児童生徒関係なく関わっている。 A 全小中学校で不登校児童生徒の調査を毎月実施し、不登校の

状況把握に努めている。

学校指導課
不就学については、学校教育課から該当者に通知をし対応し
ている。不登校への対応は外国籍児童生徒関係なく実施して
いる。

指導主事や不登校支援アドバイザー、ＳＣ、ＳＳＷ等が必要に
応じて関わり、学校内や外部機関との連携を促している。

人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

多文化共生プラザに相談があった場合は、ヤングにほんご教
室に繋ぐ等、事案に応じ対応している。

多文化共生プラザに相談があった場合は、ヤングにほんご教
室に繋ぐ等、事案に応じ対応している。

学校指導課
主に日本語支援が見込まれる来入児について保育課との情報
共有を行っている。

保育課との情報共有を行っている。

人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

学校教育課との情報共有を行っている。 学校教育課との情報共有を行っている。

学校指導課
来庁者及び就学ガイダンス参加者や研修会参加者等に、「ヤ
ングにほんご教室」について紹介し周知する。

パンフレットを常置し、手に取れるようにしている。

中央公民館
就学年齢を過ぎた子どもについても、ヤングにほんご教室で将
来の進学・就職を支援している。

就学年齢を過ぎた子どもについても、ヤングにほんご教室で将
来の進学・就職を支援をしていく。

○日本語教室での子どもの受入れ 中央公民館
ほどんどの日本語教室で子どもの受入れは可能である。ただ
子どもの学習に特化した教室は限定される。（ヤングにほんご
教室、中信にほんごひろば並柳教室等）

B
日本語教室で子どもの受入れは可能であるが、子どもの学習
に特化した教室は限定されているため、ニーズを把握しながら
事業拡大について検討をしていきたい。

○子どもを取り巻く状況、ニーズを把握し
ながらの教室運営

中央公民館
市内日本語教室及び人権・男女共生課と連携しながら、教室
運営について検討していきたい。 A

市内日本語教室及び人権・男女共生課、さらには地区公民
館、学校指導課などと連携しながら、教室運営について検討し
ていきたい。

◎就学前の子どもの現状把握 保育課
毎年、各園で、「入学予定児童に係る外国籍児童の実態調査」
を実施しており、保育要録、連絡シートにより、子どもや保護者
の実態を把握し、小学校へ情報提供を行っている。

A 昨年度に引続き、該当児童への実態調査により、子どもや保
護者の実態を把握し、小学校へ情報提供を行う見込み

○指導内容の検討 学校指導課
日本語支援が必要な来入児のためのプレ日本語教室（令和元
年度は芳川小）を行っている。 A 今後も継続的に実施していく。

○母語図書の購入 人権・男女共生課
女性センター書棚に数冊配置している。近年、母語の重要性
が指摘されてきており支援のあり方について検討していく。 B 女性センター書棚に数冊配置している。

○母語教室の開設の検討 人権・男女共生課
未実施。国の動向を注視し、母語支援の在り方について検討
する。 C 母語教室の開催は未実施。

A

B

B

○不就学、不登校児童・生徒のいる家庭へ
の個別対応

○関係機関との連携

22

〇松本版コミュニティスクールと同時に
「地域理解のための重点地区事業」とし
て、外国籍児童生徒の集住地区をモデル地
区とする導入を検討

21 C

○「ヤングにほんご教室」の活用

(キ)就学年齢前
の子どもへの対
応

25

イ
子どもの育成

(エ) 多文化共
生の視点に立っ
た国際理解教育
の推進と地域ぐ
るみの取組みの
実施

(オ)不就学の子
どもへの対応

23

(カ)就学年齢を
過ぎた子どもへ
の対応

（ク）アイデン
ティティ確立の
ための母語支援

24

26

○

○

○

○

○

○ ○
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⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
大項目 中項目

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

○「子育てガイドブック」の多言語化 こども育成課

民間業者との協定により協働発行している冊子であるため、多
言語化の可能性について業者と調整した。結果、民間業者が
広告料により作成しているため、多言語化による費用対効果
が見込めないことからガイドブックの多言語化は困難である。
ついては、ガイドブックの記載事業について個別で対応するこ
ととしたい。
今後については、ガイドブックの大幅改訂を行う際に多言語化
も併せて検討する。

C 　「子育てガイドブック」の多言語化については、未実施の状況
であり、今年度末までの作成は困難な状況である。

○多言語による「つどいの広場事業」と
「こどもプラザ事業」の周知

こども育成課
中・英・タガログ・ポルトガル・タイに翻訳したチラシを関係課窓
口、こどもプラザ他窓口に設置し周知している。 A 　現時点では、中・英・タガログ・ポルトガル・タイに翻訳したチラ

シを関係課窓口、こどもプラザ他窓口に設置されている。

○日本語教室の活用 中央公民館
他課からの依頼に応じてチラシの配布など情報提供に応じて
いる。 B

他課からの依頼に応じてチラシの配布など情報提供に応じて
いくだけでなく、福祉や防災の視点からもつながり作りを行って
いくような体制を整えていく。

○日本語教室での託児の実施 中央公民館
日本語教室における託児のニーズを把握し実施について検討
する。 E 日本語教室における託児のニーズを把握し実施について検討

する。

○公民館講座での託児・通訳の実施 中央公民館
公民館講座や集会等で託児所を設けるが、日本語が理解でき
ない外国人住民の参加はなかった。 E 公民館講座や集会等で託児所を設けるが、日本語が理解でき

ない外国人住民の参加はなかった。

○相談事業における家庭児童相談員との連
携

人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

事案に応じ、情報交換など連携を取っている。 B 事案に応じ、情報交換など連携を取っている。

○保育士や民生委員・児童委員との連携
人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

H30年度、民生委員・児童委員協議会会長会にて、多文化共
生プラザの周知を行った。
保育園からの依頼に対しては、通訳派遣を行っている。

B
H30年度、民生委員・児童委員協議会会長会にて、多文化共
生プラザの周知を行った。
保育園からの依頼に対しては、通訳派遣を行っている。

○健診における保健師との連携
人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

健診への通訳派遣を行っている。 A 健診への通訳派遣を行っている。

○保健師との連携によるこどもプラザでの
支援と情報提供

人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

こどもプラザへの多文化共生プラザのチラシ配布、情報提供を
行っている。 C 事案に応じ、保健師と連携を図っているが、こどもプラザを拠点

としての支援は実施していない。

○保健センターにおける支援 健康づくり課 継続して実施する A 既に達成できているため、継続実施

○こどもプラザや保健センター等を利用す
ることができない保護者（親子）への個別
支援

健康づくり課 継続して実施する A 既に達成できているため、継続実施

○母子手帳を多言語で配布 健康づくり課 継続して実施する。（９カ国語） A 既に達成できているため、継続実施

○予防接種予診票を多言語で作成 健康づくり課 継続して実施する。（６カ国語） A 既に達成できているため、継続実施

○予防接種通知文の中に多言語の予診票が
あることを記載

健康づくり課 通知文に英語で記載している。 A 既に達成できているため、継続実施

○「離乳食資料」、「母子保健サービスの
ご案内」を多言語で作成

健康づくり課
現在、資料での案内は行っておらず、個別に案内している（日
本人も同様）。 E

「離乳食資料」は多言語で作成しておらず、個別に案内してい
る（日本人も同様）。「母子保健サービス」については市販の外
国語の資料を使用

○乳幼児健診のおたずね票を多言語で作成 健康づくり課 継続して実施する。（６カ国語） A 既に達成できているため、継続実施

○外国人の育児相談・指導の実施 健康づくり課 継続して実施する。 A 既に達成できているため、継続実施

28

29

27

イ
子どもの育成

(ケ) 乳幼児期
の外国人の親子
に対する情報提

供・支援 ○

○

○
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⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
大項目 中項目

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

○外国人就労・定着支援研修等の活用によ
る日本語習得（読み書き）

人権・男女共生課
多文化共生プラザに、外国人就労・定着支援研修のチラシを
設置し、周知に協力している。 B 多文化共生プラザに、外国人就労・定着支援研修のチラシを

設置し、周知に協力している。

○求職者支援制度の活用促進による職業訓
練を実施（自己負担なし）

労政課
窓口に制度案内のチラシを設置し、活用希望があればハロー
ワークにつなげる。現在までで実績なし。 C 窓口に制度案内のチラシを設置し、活用希望があればハロー

ワークにつなげる。

◎小さな子供がいる家庭やひとり親家庭で
も、安心して仕事ができるサポート体制の
構築を検討

こども育成課

子育て中の親が安心して働くためのサポートとして、関係機関
との連携体制の構築、強化を進めるとともに、保育園、休日保
育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業等の
預かり事業の情報発信について、多言語化を検討をする。

C
　関係機関等の連携体制の構築、子どもの預かり事業につい
ての情報の多言語化にともに、具体的な調整はできていない
状況である。

○就労支援を実践している企業の紹介 労政課 「労政まつもと」で紹介した。 A 今年度も「労政まつもと」で紹介する。

○既存機能の周知のため、相談機関をリス
ト化し多言語による情報発信

労政課
未実施。来年度中にリスト化及び多言語化し、情報を発信す
る。 B 未実施。今年度中にリスト化及び多言語化し、情報を発信す

る。

○問題発生以前に、情報収集ができるよ
う、ハローワーク窓口などで相談機関をリ
スト化したチラシを配布

労政課
未実施。来年度中にリスト化及び多言語化し、情報を発信す
る。 B 未実施。今年度中にリスト化及び多言語化し、情報を発信す

る。

○多言語対応のない相談機関と既存の多言
語機関（ハローワーク・多文化共生プラザ
等）との連携

労政課
相談窓口にて多言語対応が必要なときは、市の多言語相談員
の派遣を依頼するなど連携を図る。また、外国人労働者に関
する情報の共有を図りたい。

A
相談窓口にて多言語対応が必要なときは、市の多言語相談員
の派遣を依頼するなど連携を図る。また、外国人労働者に関
する情報の共有を図りたい。

◎キーパーソンネットワークなど、通訳派
遣のシステムの構築

人権・男女共生課
通訳派遣は行わないが、令和元年度、市内の技能実習生管理
団体などとの情報共有を図っていく。 E 通訳派遣は行わないが、令和元年度、市内の技能実習生管理

団体などとの情報共有を行った。

○外国人労働者に対する理解を促進するた
め、外国人を雇用した良好事例などの発信

労政課 「労政まつもと」で紹介した。 A 今年度も「労政まつもと」で紹介する。

○異文化理解の啓発や異文化間の摩擦を解
決した具体的事例など、企業に役立つ情報
の発信

労政課 「労政まつもと」で紹介した。 A 今年度も「労政まつもと」で紹介する。

○創業支援についての情報発信 商工課
外国人にターゲットを絞ってはいないが、市HPや各種セミ
ナー、商工会議所を通じて情報発信している。 E 事業の性質上、ターゲットを外国人のみに絞れない

◎外国人向けの創業支援セミナーやメン
ターシップ等の検討

商工課
外国人にターゲットを絞ってはいないが、松本商工会議所が創
業セミナー、スクールを実施している。 E 外国人に特化したセミナー開催等へのニーズがない

○創業志願者に対し、日本語講座等の情報
提供

商工課
未実施（これまで、補助制度を利用して創業した外国人で日本
語が理解できない人はいなかったため） E 未実施（前年同様、ニーズが期待できない）

◎多言語問診票など、現状の多言語表示の
活用状況について調査

人権・男女共生課
H３０年度、市内５０床以上の医療機関に対し、外国人患者対
応のアンケート調査を行った。 A H３０年度、市内５０床以上の医療機関に対し、外国人患者対

応のアンケート調査を行った。

医務課
未実施。　（関係団体と協議しながら進めていきたい。）
松本市小児科・内科夜間急病センター等では指さし会話帳を
整備済。

D 医療機関や関係団体との調整が整わない。

病院局

外国人患者対応シート（受付・会計用、医師・看護師用の２種
類）により、５カ国語（英語、ハングル語、中国語、ポルトガル
語、スペイン語）に対応できるようにした。院内の表示について
は新病院建設の際に対応できるよう検討中。（松本市立病院）

D 新病院建設事業は現在中断しているため達成は不可能。
再スタート後も建設までには時間を要する。

◎多言語表示を利用した「外国人住民にや
さしい」医療機関のネットワーク作りの検
討

医務課 未実施。　（関係団体と協議しながら進めていきたい。） D 医療機関や関係団体との調整が整わない。

◎多言語対応医療機関のリスト化の検討 医務課 未実施。　（関係団体と協議しながら進めていきたい。） D 医療機関や関係団体との調整が整わない。

エ
医療・保健

34

（ア）ハロー
ワークなど国・
県関係機関及び
関係団体との連
携による就労支
援

（ア）多言語対
応可能な病院・
薬局に関する情
報及び医療問診
票の多言語表記

（ウ）外国人住
民の起業支援

33

◎外国人住民が医療機関へ行きやすくする
ための多言語表示の作成、活用促進（看
板・医師用指さし会話帳・多言語対応職員
ワッペン等）

30

31

32

（イ）労基署等
関係機関や企業
との連携による
就業環境の改善

ウ
労働環境

○

○

○

○

○
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⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
大項目 中項目

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

医務課 未実施。　（関係団体と協議しながら進めていきたい。） D 医療機関や関係団体との調整が整わない。

病院局
院内の表示については新病院建設の際に対応できるよう検討
中。（松本市立病院） D 新病院建設事業は現在中断しているため達成は不可能。

再スタート後も建設までには時間を要する。

○多言語対応医療機関従事者に対する研
修・啓発を検討

医務課 未実施。　（関係団体と協議しながら進めていきたい。） D 市町村が医療機関や医療従事者に対して研修することは難し
い。

人権・男女共生課 他自治体の取組み等の情報収集を行っている。 他自治体の取組み等の情報収集を行っている。

医務課
未実施。　（関係団体と協議しながら進めていきたい。）
外国人患者が増加傾向にある松本市小児科・内科夜間急病セ
ンターにおいて、音声翻訳機を導入

所管する夜間急病センターでは、音声翻訳機を導入し、整備を
図っているが、一方、医療機関や関係団体との調整が整わな
い。

◎県、近隣都市や医療機関との連携を呼び
かけ、実現可能な通訳システムの研究、
キーパーソンネットワーク活用の研究

人権・男女共生課
市内医療機関の担当者と情報交換を行うなどし、医療通訳者
の育成、確保について研究を行っている。 C 市内医療機関の担当者と情報交換を行うなどし、医療通訳者

の育成、確保について研究を行っている。

〇既存のサービスの周知を多言語で情報発
信（通知封筒多言語化、多言語サービスリ
スト化）

健康づくり課
通知封筒多言語化は、継続して実施する。多言語サービスリス
トは、周知の手法が変わり資料での案内はしていない。 E 通知封筒多言語化は、継続して実施する。多言語サービスリス

トは、周知の手法が変わり資料での案内はしていない。

健康づくり課
本人等からの申し出があれば、通訳派遣を依頼し対応してい
る。

既に達成できているため、継続実施

人権・男女共生課
現在、担当課からの通訳派遣依頼により対応している。今後も
継続していく。

健診への通訳派遣等行っている。

A

C○既存の医療通訳システム、通訳者に対す
る研修・制度などの情報収集

エ
医療・保健

34

〇通訳派遣等外国人住民が利用しやすい仕
組みの検討

（ア）多言語対
応可能な病院・
薬局に関する情
報及び医療問診
票の多言語表記

(イ)医療通訳派
遣システムの構
築

35

（ウ）健康相談
や健康診断の実
施

36

◎多言語対応医療機関の表示（各医療機関
や薬局に対応可能マーク等の提示）

○

○

○
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地域づくりセンター

「並柳団地プロジェクト」の取り組みについて、町会長会及び民生児童委員協
議会定例会で報告・紹介している。
また、「なみカフェ」への支援について、町会長会及び民生児童委員協議会定
例会及びボランチティアの会などで報告・紹介し、地区住民によるボランティア
活動の視察研修を行い、地区住民のリーダー啓発を行っている。（庄内地区）

令和2年度も引き続き町会長会・民生児童委員協議会等で「並柳団地プロジェ
クト」「なみカフェ」等の状況を報告していくとともに、よりよい活動となるよう協
議を進めたい。（庄内地区）

福祉計画課
地区福祉ひろば事業において多文化共生社会実現に向けたきっかけづくりと
なる事業を実施する。
（外国人住民を講師とした料理教室を実施するなど）

地区福祉ひろば事業において多文化共生社会実現に向けたきっかけづくりと
なる事業を実施する。

中央公民館
（地区公民館）

町内公民館館長会等のテーマ別学習会や理事会の場で、多文化共生への啓
発に取り組みたい。

町内公民館館長会等のテーマ別学習会や理事会の場で、多文化共生への啓
発に取り組みたい。また１４年ぶりに改訂した町内公民館活動のてびきの中
に、多文化共生の事例を紹介しているため、その事例を紹介し、啓発を行いた
い。

中央公民館 出前講座を活用して、外国人住民への理解を寄せる人権講座を開催していく。 出前講座を活用して、外国人住民への理解を寄せる人権講座を開催していく。

人権・男女共生課
多文化共生の出前講座を、Ｈ28年度2回、Ｈ29年度3回、Ｈ30年度2回、R元年
度4回実施した。

第２次プラン策定以降、年２～４回出前講座を実施している。

◎日本人住民を対象としたやさしい日本語
講座の実施

人権・男女共生課
Ｈ28年度以降市役所職員を対象に毎年実施している。また、R元年度は、松本
市企業人権啓発推進連絡協議会や公民館主事研修会でも実施した。 B Ｈ28年度以降市役所職員を対象に毎年実施している。また、R元年度は、松本

市企業人権啓発推進連絡協議会や公民館主事研修会でも実施した。

○外国人住民が発信する事業への支援 人権・男女共生課
外国人住民が講師として行う講座などについて、プレゼンのアドバイスや情報
を発信するなどの支援を行っている。
今後も継続して実施する。

A 外国人住民が講師として行う講座などについて、プレゼンのアドバイスや情報
を発信するなどの支援を行っている。

◎キーパーソンネットワークとの連携によ
る啓発

人権・男女共生課
今後、多文化共生の啓発イベントを地区で開催することを考えており、現在登
録しているキーパーソンと連携して行いたい。 C 今後、多文化共生の啓発イベントを地区で開催することを考えており、現在登

録しているキーパーソンと連携して行いたい。

地域づくりセンター
新任町会長の研修会や町会加入のリーフレットで、町会の取組み紹介として、
町会に国際班を組織して外国籍住民への回覧板を翻訳したり、日本語教室の
取組みを紹介している。（庄内地区）

令和２年度も継続実施予定（庄内地区）

中央公民館 「こいこい松本」を実施して、外国人住民の活躍を紹介している。
毎年、「こいこい松本」を実施して、諸外国の事情等を紹介している。（令和２年
度は新型コロナウイルス感染症のため中止）

○多言語事業の実施
人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

現在５言語で対応している相談業務を、R2年度からは自動翻訳アプリの導入
により１１言語以上で対応する予定。 A 現在５言語で対応している相談業務を、R2年4月からは翻訳アプリの導入によ

り、３１言語に対応。

◎寄り添い型支援の実施
人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

実績：Ｈ27年度69回、Ｈ28年度67回、H29年度84回、H30年度95回、R元年度52
回（11月末現在）
プラザ業務として委託して継続。

A 平成27年度から継続している。案内だけで終わらない、寄り添い方の対応とし
て、実施できている。

○情報の収集と提供
人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

現在、外国人キーパーソンを中心に情報の収集を行っており、ＦＢやプラザ
ニュースで情報を提供している。継続していく。 A 現在、外国人キーパーソンを中心に情報の収集を行っており、ＦＢやプラザ

ニュースで情報を提供している。継続していく。

○支援団体等との連携
人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

外国人住民の支援団体とは、今後も連携していく。 A 外国人住民の支援団体とは、今後も連携していく。

○理解し合うための交流イベントの実施
人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

Ｈ29年度：実施回数10回（256人参加）、Ｈ30年度：実施回数8回（307人参加）、
R元年度：10回（265人参加）（11月末現在）。継続して実施する。（イベントの内
容は、料理教室、民族舞踊体験など）

A 各年度で300人前後の参加実績がある。なお、R２年度は、新型コロナウイルス
の影響で減少の見込み。

○拠点周知と多文化共生プラザ活用の促進
人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

外国食材店、お寺、教会などに周知を依頼してきた。更なる拠点づくりに向け
協力をお願いしていく。 B 転入者への周知を中心に、外国食材店、お寺、教会などでの周知も実施して

きた。

B

B

A

(イ) 多文化共
生の拠点づくり
（多文化共生プ
ラザ）

38

ア
地域社会に対
する意識啓発

(ア) 地域住民
等に対する多文
化共生の啓発及
び外国人住民と
理解し合えるま
ちづくり

37○

○

○町会長や民生委員、町内公民館長等地域
リーダーへの啓発研修の実施

○各会議の研修で出前講座を活用

◎地域社会に参画している外国人住民の事
例紹介

関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由

（３）　「多文化共生」の地域づくり

大項目 中項目
施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期
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関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由大項目 中項目

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

プラザのメッセージボードにて、多文化共生に関するイベントの掲示を行ってい
る。また、プラザのFacebookでも情報を発信している。

プラザのメッセージボードにて、多文化共生に関するイベントの掲示を行ってい
る。また、プラザのFacebookでも情報を発信している。

中央公民館
「こいこい松本」に関し、広報に掲載したり、近隣町会へポスターを配布する等
で周知を行っている。

「こいこい松本」の広報には、市広報やＳＮＳを活用したり、中信多文化共生
ネットワーク、地区公民館に依頼をして周知をしているが、近隣町会へポス
ターの掲示については、町会への負担があるため一昨年より見送っている。

人権・男女共生課
（多文化共生プラザ）

公民館や福祉ひろばで行われる多文化共生に関するイベントで、企画の支援
を行っている。令和元年度は、田川公民館、第一地区公民館、岡田地区福祉
ひろばに支援を行った。

公民館や福祉ひろばで行われる多文化共生に関するイベントで、企画の支援
を行っている。令和元年度は、田川公民館、第一地区公民館、岡田地区福祉
ひろばに支援を行った。

中央公民館 企画時点から参画し、こいこい松本実行委員会とともに検討し、実施している。

こいこい松本実行委員会に参画し、企画段階から実行委員長である信州大学
佐藤教授や中信多文化共生ネットワーク、多文化共生プラザの職員と打ち合
わせを行うなど、密に関わりを作っていく。（令和２年度は新型コロナウイルス
感染症のため中止）

◎キーパーソンネットワークの形成 人権・男女共生課
令和元年１０月３０日に多文化共生に関する意見交換会を実施。参加者から
出た意見をもとに、キーパーソンの具体的な役割について検討を行っており、
キーパーソンの登録増とネットワーク構築につなげていく。

C キーパーソンの具体的な活動を明確にし、ネットワーク化を図る取組みを進め
る必要がある。

○キーパーソン研修の実施 人権・男女共生課 令和２年３月に開催を予定している。 B 令和２年度中に実施予定。

○キーパーソンネットワークによる支援 人権・男女共生課
キーパーソンと多文化共生プラザのさらなる連携により、支援できる体制を整
えていく。 C つなぎ役としてすでに機能しているキーパーソンもいるが、ネットワーク化はで

きていない。

人権・男女共生課
地域の外国人住民との共生は地域づくりに密接に関係しており、市関係部局
で構成する、地域づく関係課調整会議の中でキーパーソンネットワークの構築
に向け検討を進めている。

地域の外国人住民との共生は地域づくりに密接に関係しており、市関係部局
で構成する、地域づく関係課調整会議の中でキーパーソンネットワークの構築
に向け検討を進めている。

地域づくりセンター

キーパーソン講座（並柳プロジェクトの一環）はH30年度で完了し、団地内にお
いては町会役員などの一部の方々ではあるが理解が得られたと感じている。
また、並柳団地まちづくり協議会とNPOが運営している「集い場　ふらっと」を会
場にして、コーディネーターから困りごと相談などを行っている。引き続き住民
の支援のきっかけになるようセンターも連携を取っていきたい。（庄内地区）

引き続き、連携を図りながら、住民の支援をしていきたい。（庄内地区）

○キーパーソンネットワークに対する有償
の仕組みの検討

人権・男女共生課 他市町村の取組み事例を参考にキーパーソンの役割とともに研究していく。 E 他市町村の取組み事例を参考にキーパーソンの役割とともに研究していく。

○外国人キーパーソンを「多文化共生推進
協議会」委員に委嘱

人権・男女共生課 前期から１名増員し、Ｈ30年からは16名中４名を委員とし委嘱した。 A 前期から１名増員し、Ｈ30年からは16名中４名を委員とし委嘱した。

◎プラン関係部局と外国人住民支援等関係
者との勉強会の開催

人権・男女共生課
令和元年度開催の多文化共生に関する意見交換会で、参加者から出された
意見について関係課につなげ対応について検討を依頼している。 C 勉強会というかたちでの開催はできていない。

○外国人キーパーソン懇談会の開催 人権・男女共生課
令和元年度多文化共生に関する意見交換会を実施した。今後は、キーパーソ
ン研修会を定期的に開催し、キーパーソンからの意見を聴取する場としてい
く。

B 令和元年度多文化共生に関する意見交換会を実施した。

○外国人住民も情報を得やすい広報 人権・男女共生課
地区住民の交流イベント等、必要な情報の翻訳について関係課と連携して対
応していく。やさしい日本語の活用について、関係課にも推進していく。 C プラザFacebookでの多言語発信を行っているが、すべての情報を多言語化す

ることはできないため、やさしい日本語の普及に努める必要がある。

地域づくりセンター
並柳団地町会が取り組む地区住民交流イベントに参加し、町会関係者と意見
交換する機会を確保している。（庄内地区）

引き続き、意見交換する機会を設けていく予定（庄内地区）

中央公民館 地区の運動会やスポーツ行事、文化祭などへの参加の呼びかけをしている。
今年度も地区の運動会やスポーツ行事、文化祭などへの参加の呼びかけて
いくが、参加することの意義などを示せるような呼びかけの工夫なども検討し
ていく。

人権・男女共生課
各地区で外国人住民が参画するイベントを計画できるよう、関係課に働きかけ
ていく。

一部地区では、地区行事への外国人住民の参加があるが、さらなる地域住民
への多文化共生意識の啓発が必要。

C

C

A

A

イ
外国人住民の
自立と社会参
画

(イ) 外国人住
民の意見を施策
に反映させる仕
組みの導入

41

(ウ) 外国人住
民の地域社会へ
の参画

42

(ア) キーパー
ソン･ネット
ワーク、自助組
織等の支援

40○ ○

○

○ ○

◎地区住民による地区行事等への参画の働
きかけ

○広報に関する支援

○企画・運営に関する支援

○地域づくりセンターとの連携

ア
地域社会に対
する意識啓発

（ウ）多文化共
生をテーマにし
た交流イベント
の開催支援

39○
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関係部局
⑴　実施状況及び今後施策を達成するための実施方針

（R２年３月末時点）
⑵　達成見込み（R３年３月末）及びその理由大項目 中項目

施策
№

具　体　的　施　策　　（※◎は新規施策）

取組期間

短
期

中
期

長
期

地域づくりセンター
講師を依頼するケースは無いが、前述の団地プロジェクト主催の「キーパーソ
ン講座」では、当事者の声として外国由来の方（ブラジル及びペルー国籍）か
ら、団地に住んで感じたこと等について生の声を聞くことができた。（庄内地区）

外国由来の方に講師をお願いできる講座内容等について、検討が必要（庄内
地区）

中央公民館 公民館利用サークルで、外国人を講師としている外国語教室がある。

公民館利用サークルで、外国人を講師としている外国語教室があるため、
サークルの支援を実施する。
また、各地区で外国人を講師とした人権講座（調理実習等）が行われており、
引き続き継続をしていく。

人権・男女共生課
地区公民館からの外国人講師派遣依頼に対応している。今後、さらに多文化
交流が進むよう、公民館長会等を通じて企画をお願いしていく。

地区公民館からの外国人講師派遣依頼に対応している。今後、さらに多文化
交流が進むよう、公民館長会等を通じて企画をお願いしていく。

地域づくりセンター

並柳団地町会が取り組む住民交流イベントに参加し、町会関係者・参加者と
意見交換する機会を出来るだけ確保し、発信可能な情報については町会長会
等で発信をしている。（庄内地区）

　多文化共生プラザから紹介していただいた講師に、福祉ひろばで開催する
「男性ふれあい健康教室」で中国文化を紹介していただいた。中国料理の調
理実習に引き続いて行っている「居酒屋公民館」に、講師に参加していただ
き、参加者と交流を深めた。（中央地区）

令和２年度も引き続き取り組んで行く予定（庄内地区）

　公民館や福祉ひろば事業、人権啓発事業等を実施していく中で、異文化交
流や多文化の理解に向けた取組みは継続したい。（中央地区）

中央公民館 「こいこい松本」を実施して、市内の外国人住民との交流を図っている。
毎年、「こいこい松本」を実施して、諸外国の事情等を紹介している。（令和２年
度は新型コロナウイルス感染症のため中止）

人権・男女共生課
現在、プラザのＦＢやレターニュース等でＰＲを実施。今後、内容の充実を図り
継続していく。

現在、プラザのＦＢやレターニュース等でＰＲを実施。今後、内容の充実を図り
継続していく。

（エ）難民の第
三国定住

○ 43
○国の動向を注視し、難民の第三国定住に
ついて研究を進めます。

人権・男女共生課
国は、令和２年度から第三国定住受入れ拡大を実施します（現在30人/年→5
年後までに100人/年）。引続き、国の動向を注視していく。 E 引続き、国の動向を注視している。

B

B

イ
外国人住民の
自立と社会参
画

(ウ) 外国人住
民の地域社会へ
の参画

42○ ○ ○外国人住民を学習会等の講師として依頼

○交流・親睦の楽しさのＰＲ
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